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松井　逸朗
いまつ いつろう

講師の尾上浩二氏

か
ら
は
、

近
日
中

に
内
閣

府
の
サ

イ
ト
で

不
当
な

差
別
的

取
扱
い

や
、合
理
的
配
慮
の
提
供
に
関
す
る
事
例

を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
ま
と
め
て
公
開
す
る

予
定
で
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
ほ
か
、

各
省
の
対
応
指
針
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
で
寄
せ
ら
れ
た
意
見
の
内
容

な
ど
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
参
加
者
か
ら

は
一
部
の
事
業
者
の
内
部
規
定
や
マ
ニ
ュ

ア
ル
な
ど
に
、対
応
指
針
に
反
す
る
規
定

が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
法
の
施
行
後

は
こ
う
し
た
規
定
に
つ
い
て
、
各
事
業

者
を
所
管
す
る
省
庁
が
中
心
と
な
っ
て
、

適
切
な
理
解
と
啓
発
を
図
り
な
が
ら
、

見
直
し
を
求
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
と

い
っ
た
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

全
社
協
で
は
障
害
関
係
団
体
連
絡
協

議
会（
障
連
協
）を
構
成
す
る
中
央
障
害

関
係
団
体
を
対
象
に
、最
新
の
障
害
者
施

策
の
取
り
組
み
に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
を

毎
年
開
催
し
て
い
ま
す
。
今
年
は
10
月
15
日

に
全
社
協
会
議
室（
東
京
都
千
代
田
区
）に

お
い
て
、障
害
者
差
別
解
消
法
を
テ
ー
マ

に
セ
ミ
ナ
ー
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

は
じ
め
に
、
尾
上
浩
二
内
閣
府
障
害

者
制
度
改
革
担
当
室
政
策
企
画
調
査
官

よ
り
、
法
の
施
行
に
向
け
た
国
の
動
向

と
し
て
、
今
年
２
月
に
閣
議
決
定
さ
れ

た
基
本
方
針
と
、そ
れ
に
基
づ
く
対
応

要
領･

対
応
指
針
の
策
定
の
進
捗
状
況

が
報
告
さ
れ
た
後
、
各
省
の
事
業
者
向

け
に
策
定
さ
れ
た
対
応
指
針
の
う
ち
、

と
く
に
内
容
に
特
徴
の
あ
る
三
省（
厚

労
省
、文
科
省
、国
交
省
）
か
ら
担
当
者

を
招
き
、
指
針
の
内
容
に
つ
い
て
説
明

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
尾
上
氏

を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
、
参
加
者
と

の
意
見
交
換
と
な
り
ま
し
た
。
尾
上
氏

　

報
告
案
は
、
総
論
及
び
各
論
（
第
1
条
〜
第
33
条
の
実

施
状
況
）
と
付
属
（
統
計
デ
ー
タ
）
で
構
成
さ
れ
、
全
体
の

分
量
は
国
連
の
規
定
に
よ
り
60
ペ
ー
ジ
を
超
え
な
い
こ
と
、

ま
た
、
記
述
に
お
い
て
は
、
条
文
ご
と
に
担
当
の
府
省
庁

が
割
り
当
て
ら
れ
、
既
存
の
制
度
の
施
行
状
況
や
統
計

デ
ー
タ
が
盛
り
込
ま
れ
ま
す
。

　

報
告
案
に
対
し
て
、
石
川
准
委
員
長
か
ら
、
こ
れ
ま
で

の
同
委
員
会
で
の
議
論
を
、
政
府
報
告
に
反
映
さ
せ
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
2
つ
の
提
案
が
さ
れ

ま
し
た
。
提
案
を
受
け
、
①
同
委
員
会
で
重
点
的
に
議
論
し

合
意
し
た
事
項（
5
月
19
日
か
ら
開
催
さ
れ
た
4
つ
の
ワ
ー

キ
ン
グ
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
重
点
的
に
議
論
し
た
6
つ
の
分
野

に
障
害
統
計
と
女
性
障
害
者
の
横
断
的
な
2
つ
の
分
野
）、

合
意
し
た
内
容
を
政
府
報
告
の
本
文
に
盛
り
込
む
。
②
同

委
員
会
が
監
視
し
取
り
ま
と
め
た
「
議
論
の
整
理 

〜
第
３

次
障
害
者
基
本
計
画
の
実
施
状
況
を
踏
ま
え
た
課
題
〜
」

を
添
付
資
料
と
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

10
月
26
日
の
第
27
回
同
委
員
会
で
は
、
冒
頭

に
加
藤
勝
信
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
、
高
鳥

修
一
内
閣
府
副
大
臣
、
高
木
宏
壽
内
閣
府
大

臣
政
務
官
か
ら
就
任
の
あ
い
さ
つ
が
あ
っ
た

後
、
前
回
に
引
き
続
き
、
政
府
報
告
に
盛
り

込
む
意
見
と
添
付
資
料
と
し
て
の
論
点
の
整

理
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
修
正
事
項
等
の
議

論
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
以
後
は
、
12
月
中
に

同
委
員
会
に
お
い
て
政
府
報
告
案
の
修
正
箇

所
を
確
認
し
、
取
り
ま
と
め
る
予
定
で
す
。

ま
た
、
取
り
ま
と
め
後
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
を
経
て
、
外
務
省
で
英
訳
し
た
政
府

報
告
を
国
連
の
権
利
委
員
会
へ
報
告
す
る
予

定
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

※「
政
府
報
告
案
」及
び「
議
論
の
整
理
」等
資
料
に

　

つ
い
て
は
内
閣
府
Ｈ
Ｐ
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

国
連
へ
の
政
府
報
告
案

国
連
へ
の
政
府
報
告
案

障
害
者
政
策
委
員
会
で
議
論

障
害
者
政
策
委
員
会
で
議
論

URL：http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/index.html

　
障
害
者
の
人
権
と
基
本
的
自
由
の
享
有
を
確
保
し
、

障
害
者
の
固
有
の
尊
厳
の
尊
重
を
促
進
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
障
害
者
の
権
利
の
実
現
の
た
め
の
措
置
等
に

つ
い
て
定
め
る
条
約
。2
0
0
6（
平
成
18
）年
12
月
13
日
に

国
連
総
会
で
採
択
、2
0
0
8（
平
成
20
）年
5
月
3
日
に

発
効
。日
本
政
府
は
、2
0
0
7（
平
成
19
）年
9
月
28
日
、

高
村
正
彦
外
務
大
臣（
当
時
）が
条
約
に
署
名
。2
0
1
4

（
平
成
26
）年
1
月
20
日
に
批
准
し
、そ
の
1
ヶ
月
後
の

2
月
19
日
に
発
効
。こ
れ
に
よ
り
、日
本
政
府
は
、条
約

発
効
か
ら
2
年
以
内
に
国
連
へ
条
約
の
実
施
状
況
に
関

す
る
報
告
書
の
提
出
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

こ
と
ば
障
害
者
権
利
条
約

　
9
月
24
日
、
第
26
回
障
害
者
政
策
委
員
会
が
開
催
さ

れ
、第
1
回
政
府
報
告
案
が
政
府
か
ら
示
さ
れ
ま
し
た
。

年
内
の
取
り
ま
と
め
に
向
け
、
同
委
員
会
で
の
本
格
的
な

議
論
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

障連協セミナー
各省ガイドライン策定状況を確認

全社協

い
し
か
わ
じ
ゅ
ん

と
う

か

か
つ
の
ぶ

た
か

ぎ

た
か

ひ
ろ
ひ
さ

と
り

い
ち

し
ゅ
う

こ
う

じ

お
の
う
え


